
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
号 

 
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
別
表
の
と
お
り
特
定
都
市
河
川
を
指
定
し
、
併
せ
て
次
の
と
お
り
特
定
都
市
河
川
流
域

を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
十
項
並
び
に
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十

六
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

名
称 

笹
目
川
特
定
都
市
河
川
流
域 

二 

区
域 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
及
び
戸
田
市
の
区
域
の
う
ち
、
次
の
図
面
の
赤
色
枠
で
囲
ま
れ

た
部
分
の
区
域 

（
図
面
省
略
） 

そ
の
関
係
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事

務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 



別
表 

笹
目
川
特
定
都
市
河
川 

         
 

 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
告
示
に
係
る
特
定
都
市
河
川
流
域

に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
第
三

十
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

笹
目
川 

名
称 

左
岸 

さ
い
た
ま
市
南
区
白
幡
四
丁
目
一
一
六
七
番
の

一
地
先 

右
岸 
さ
い
た
ま
市
南
区
白
幡
五
丁
目
一
五
〇
七
番
の

七
地
先 

上
流
端 

区
間 

荒
川
へ
の
合
流
点 

下
流
端 

 


